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資料４



１　総合戦略とは（１）



１　総合戦略とは（２）

まち・ひと・しごと創生法
（地方公共団体の責務）
第四条　地方公共団体は，基本理念にのっとり，まち・ひと・しごと創生に関し，国との適切な　
　役割分担の下，地方公共団体が実施すべき施策として，その地方公共団体の区域の実情に応じ　
　た自主的な施策を策定し，及び実施する責務を有する。
（市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略）
第十条　市町村（特別区を含む。以下この条において同じ。）は，まち・ひと・しごと創生総合
　戦略（都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略が定められているときは，まち・ひと・しご
　と創生総合戦略及び都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略）を勘案して，当該市町村の区
　域の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に関する施策についての基本的な計画（次項及び第
　三項において「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。）を定めるよう努めなけれ
　ばならない。
２　市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略は，おおむね次に掲げる事項について定めるものと
　する。
一　市町村の区域におけるまち・ひと・しごと創生に関する目標
二　市町村の区域におけるまち・ひと・しごと創生に関し，市町村が講ずべき施策に関する基本
　的方向
三　前二号に掲げるもののほか，市町村の区域におけるまち・ひと・しごと創生に関し，市町村　
　が講ずべき施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項
３　市町村は，市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略を定め，又は変更したときは，遅滞なく，
　これを公表するよう努めるものとする。



２　これまでの経過（１）

（１）平成28（2016）年3月に第1期となる「鹿嶋市まち ・ひ　
と・しごと創生総合戦略」策定
　計画期間：平成28（2016）年度から5年間
　［基本目標1］
　本市における安定した雇用を創出し，就業を支援する
　［基本目標2］
　本市への新しいひとの流れをつくる
　［基本目標3］
　若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
　［基本目標4］
　時代に合った地域をつくり，安心なくらしを守るとともに，
　地域と地域を連携する



２　これまでの経過（２）

（２）令和2（2020）年3月に第2期となる「鹿嶋市まち ・ひ　
と・しごと創生総合戦略」策定（基本目標は第1期と同様）
　計画期間：令和2（2020）年度から2年間（当初は5年間）
　［基本目標1］
　本市における安定した雇用を創出し，就業を支援する
　［基本目標2］
　本市への新しいひとの流れをつくる
　［基本目標3］
　若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
　［基本目標4］
　時代に合った地域をつくり，安心なくらしを守るとともに，
　地域と地域を連携する



２　これまでの経過（３）

（３）令和4（2022）年3月に第3期となる「鹿嶋市ま
ち ・ひと・しごと創生総合戦略」策定

　［基本目標1］
　人生 100年をあざやかに 「鹿嶋」で 生 きる　
　［基本目標2］
　人生 100 年を支える舞台を「鹿嶋」に整える

第2期計画は令和6（2024）年度までとしていたが，令和4（2022）
年3月に策定の「第四次鹿嶋市総合計画」に掲げる基本計画の
施策目標を達成するための行動計画として位置付け，第2期計
画の終期を令和3年（2021）度までとした。



３　進捗状況（１）

総合戦略



３　進捗状況（２）

黄色着色部のＫＰＩは令和6年度末時点で未達成



３　進捗状況（３）

黄色着色部のＫＰＩは令和6年度末時点で未達成



４　国の動向（１）



４　国の動向（２）



４　国の動向（３）



５　今後のスケジュール（案）

令和８年８～９月頃 総合計画審議会①

令和８年１１月頃 総合計画審議会②

令和８年１２月頃 パブリックコメント

令和９年１月頃 総合計画審議会③

令和９年４月 新総合戦略スタート


